
会員規約 

 

ジェリー・イェン ジャパン オフィシャル ファンクラブ『Milky Way』にご入会申し込みさ

れる前に、以下の会員規約を必ず全てお読みください。この規約には会員の権利と義務及び

禁止事項などについて規定されております。この規約の全てに同意いただけない場合は、

『Milky Way』へのお申し込みを受付けることができません。 

 

 

＜第 1 章 総則＞ 

 

【第 1 条】（本団体の定義） 

(1)本団体は『Milky Way』 (以下「団体」といいます)を名称とします。 

また、団体は日本における公式ファンクラブとしてジェリー・イェンの活動を応援する事を

目的とします。 

(2)団体の事務局は株式会社 deemade とし、同社が団体の一切の事務を行います。  

 

【第 2 条】（規約の適用範囲） 

(1)この規約（以下「規約」といいます）は、団体を運営する株式会社 deemade 内の事務局

（以下「事務局」といいます）を通じて団体が提供するサービス(以下「サービス」といい

ます)及び第 3 条に定める会員（以下「会員」といいます）によるサービスの利用の全てに

適用されます。また、サービス提供にあたり別途定めて公表する諸規定もこの規約の一部を

構成するものとします。 

(2)ご入会いただいた会員はこの規約の全てに同意いただいたものとみなされるものとしま

す。 

 

 

＜第 2 章 サービス利用契約＞ 

 

【第 3 条】（会員） 

この規定による会員とは、この規約に同意し、第４条に従い利用申し込みをし、団体がこれ

を承認した個人とします。 

 

【第 4 条】（利用契約の成立） 

(1) サービスの利用申込者は次の全てを満たす個人とします。 

 １．個人でのお申し込みであり、法人ではないこと。 

 ２．日本国内に居住していること。 



 ３．規約、個人情報の取り扱い（プライバシーポリシー）および入会案内に同意頂いたこ

と。 

 ４．既にサービスの利用申し込みおよび登録を行っていないこと。（１人の方が重複して

会員になる事はできません） 

 ５．インターネットの利用環境が無いなどのご都合でインターネットをご利用されない

場合、第 11 条などに定める団体のホームページが閲覧できないことにより、サービスに関

するものなど団体が提供する情報を受け取れないこと、情報伝達の遅れ、会員特典の一部ま

たは全部を受けられないこと、もしくはサービスに関する十分なご案内ができないこと等

に同意したこと。 

 ６．個人で楽しむ以外の目的（商業目的、営利目的等）ではないこと。 

 ７．過去に団体により会員資格を取り消されたことのないこと。 

８．入会申込の内容に虚偽がないこと 

(2) サービスの利用申込者が規約に同意し、入会申込フォームに記載した内容を送信する

ことによって利用の申し込みがされたものとみなします。 

(3) 団体は利用申込者からの年会費の納付を確認した後、サービス利用方法について電子

メールもしくは他の方法で利用申込者に通知することによって入会申し込みを承諾したも

のとみなし、この通知をもってサービスの利用契約（以下「利用契約」といいます）の成

立とみなします。 

(4) 未成年の方はご入会申し込みにあたり保護者など法定代理人の方のご了承を事前に必

ず得ることとし、団体は、未成年の方からのご入会申し込みがあった場合、その保護者な

ど法定代理人のご了承があったものとみなし、手順にそって入会手続きを遂行するものと

します。関連した不測の事態が生じたとしても団体は責任を負いかねます。 

 

【第 5 条】（会費及び会員資格期間） 

(1) 利用申込者は入会時に、所定の手続きにより入会金 1,050 円（消費税込）と 1 年間の

年会費 4,200 円（消費税込）をクレジットカード決済または団体が指定するコンビニエン

スストアより入金し、利用契約が成立することで会員資格が認められます。但し、第 4 条

に定める条件に合致しないなど団体の判断で、利用申し込みをお断りする場合もあります

ので予めご了承ください。 

(2) 会員資格期限は、入会申し込み手続きをされた日の属する月の当月 1 日から起算して

1 年間となります。 

 ※例：2014 年 8 月 15 日にお手続きされた場合、2014 年 8 月 1 日～2015 年 7 月 31 日が

会員資格期間となります。 

     2014 年 8 月 31 日にお手続きをされた方で 2014 年 9 月 1 日に年会費をご入金い

ただいた場合にも、 

     2014 年 8 月 1 日～2015 年 7 月 31 日が会員資格期間となります。 



 更新の手続きについては、会員資格期間満了月の 2 ケ月前～満了月末日までに、翌 1 年

間の年会費 4,200 円（消費税込）のご入金のお手続きをお願いいたします。期間中に更新

の手続きを行わない場合は、当該会員は退会したものとします。 

※1 年ごとに継続手続きが必要となります。継続手続きをしていただくと、会員資

格期限が 1 年延長となります。 

 ※例：2014 年 10 月 31 日が会員期間満了日の会員の方で更新を希望される方

は、2014 年 9 月 1 日～2014 年 10 月 31 日までにご入金のお手続きをしてくださ

い。 

(3) 会員が会員資格期間中に利用契約を取り消そうとする場合には、会員本人が団体のホ

ームページのお問い合わせフォームより事務局に申請しなければなりません。 

但し、この場合、入金した年会費等は団体に故意または重過失がある場合を除き、返還さ

れません。 

(4) 規約に基づき会員資格が取り消された会員については、入金した年会費等は団体に故

意または重過失がある場合を除き、返還されません。  

 

【第 6 条】（会員番号等の変更） 

団体が決定した会員番号は変更することはできませんので、予めご了承ください。 

 

 

＜第 3 章 契約当事者の義務＞ 

 

【第 7 条】（事務局の義務） 

(1) 事務局は会員からの合理的な手続きによって提起された団体に対する意見や不満が妥

当だと認める場合には適切な手続きを通じて処理します。 

(2) 事務局は会員の個人情報を別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものと

し、サービス提供以外にそれを利用することや、次の各号に該当する場合以外に第三者に

提供することはいたしません。但し、会員に事前の同意を得た場合は除きます。 

 

a．法令により、警察などの公的機関からの要請がある場合 

b．サービス提供による料金清算のために必要な場合 

c．統計作成またはマーケット調査のため必要な場合で、特定の個人を識別できない形態で

提供する場合 

 

【第 8 条】（会員(利用者)の義務、禁止行為） 

(1) 会員は本規約の規定、利用案内及び注意事項など、団体が通知する事項を遵守する義

務があり、その他、団体、事務局およびジェリー・イェンの活動・業務を妨害する行為を



してはなりません。 

(2) 会員番号、ログインＩＤとパスワードは第三者に知られないよう、十分注意のうえ管

理してください。なお、会員番号、ログインＩＤおよびパスワードに関するすべての管理

責任は会員本人にあります。 

管理の不備、不正な使用等により生じるすべての結果に対する責任は会員本人の責任とな

ります。 

(3) 会員は団体が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。 

(4) 会員は会員としての地位及び権利、サービスの利用権限、その他の会員資格により発

生する地位及び権利を有償無償問わず他人に譲渡又は貸与することはできません。また、

それを担保として提供することもできません。 

(5) 会員本人の会員番号、ログインＩＤおよびパスワードが不正に使われたことまたは使

われる恐れがあることを知った場合、会員は直ちにまた必ず事務局にその旨を知らせなけ

ればなりません。事務局に通知しなかったことおよび通知の遅延によって生じる損害は会

員本人が負担しなければなりません。 

(6) 会員はサービスの利用に伴い、次の各項目の行為を行うことはできません。次の各項

目の禁止行為が発覚した場合、団体は事前に通知することなく会員を強制退会処分とする

ことができます。この場合、会員から既に入金された年会費等は団体に故意又は重過失が

ある場合を除き、返還いたしません。 

 

ａ．会員証、会員番号、ログインＩＤ及びパスワードを有償無償問わず第三者に譲渡また

は貸与する行為 

ｂ．団体が提供したサービスまたはサービスによって得たグッズ等の物品、サービス等

（有料、無料を問わず、会員特典を含む）を、有償無償を問わず第三者に譲渡、転売する

行為又は使用とする行為（インターネットオークションへの出品、知人への譲渡を含むが

これに限られない）。 

ｃ．サービスの利用によって得たあらゆるイベントのチケット（有料、無料を問わな

い）、会員特典により得られたチケットの優先予約権を第三者に譲渡、転売する行為又は

しようとする行為（インターネットオークションへの出品、知人への譲渡を含むがこれに

限られない）。 

ｄ．偽名や他人の名前で団体に会員申し込みをする行為 

ｅ．一人の会員が団体に複数会員申し込みをする行為 

ｆ．社会秩序に反する内容を流布する行為 

ｇ．会員が国益または社会的利益を妨害する目的でサービスの利用を計画もしくは実行す

る行為 

ｈ．他人の名誉を毀損し、または不利益を与える行為 

ｉ．サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送し、または広告性の情報



を伝送する行為 

ｊ．情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを

流布する行為 

ｋ．団体のサービス運営を妨害する行為 

ｌ．ジェリー・イェン、団体、事務局、他の会員、第三者の知的財産権その他の権利を侵

害する行為（会員専用サイト、団体のホームページに掲載されている画像、映像、音楽、

文章等の著作物を無断で複製、転用、転載、自動公衆送信などをする行為を含む）。 

m．他人の個人情報、会員番号、ログイン ID 及びパスワードを盗用し、または不正に使用

する行為 

ｎ．団体の運営およびサービスを利用することで得た情報を事務局からの書面による事前

承諾無しに他のサイトに複写又は掲出等し、または商業的に利用する行為 

ｏ．団体のホームページ及び会員専用サイト等に猥褻物を掲載し、または猥褻サイトへの

リンクを行う行為 

ｐ．営業行為および宗教団体の布教・勧誘行為、また政治団体の宣伝行為 

ｑ．ジェリー・イェンの名誉や品位を毀損し、または毀損する恐れのある行為 

ｒ．法令、行政指導、規約、道徳、慣習に反する行為 

ｓ．その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為 

(7) 会員は利用申し込みの際に記載した事項が変更された場合には、直ちに団体の会員専

用ページから会員情報を修正しなければなりません。会員が会員情報を修正しないもしく

は修正の遅延により受ける不利益は会員本人の責任となります。 

 

 

＜第 4 章 サービスの利用＞ 

 

【第 9 条】（サービス利用の範囲） 

会員は団体への加入を通じて、団体が提供する会員専用サイトへの接続及び内容の閲覧

等、団体が決めるサービスを利用することができます。但し、会員はジェリー・イェンの

事情、団体の事情または不可抗力等により事前の通知なくサービス内容に変更があり得る

ことを予め了承します。 

 

【第 10 条】（通信販売サービス） 

(1) 会員が通信販売により商品の購入を希望する場合、団体が会員専用ホームページ上で

掲示する個別の条件に従い申し込みを行うものとします。 

(2) 申し込みを受領したものの、品切れ、利用限度額超過その他の理由により、商品の販

売を承諾しない場合は、電子メールもしくは他の方法で利用申込者に通知します。申込み

を承諾する場合には、商品の発送をもって承諾の意思表示とするものとします。 



(3) 商品の配送は日本国内に限るものとします。 

 

【第 11 条】（会員による掲示など） 

会員が次のような行為を行うことを固く禁止いたします。また、このような行為が行われ

た場合、団体は当該会員を強制退会処分とすることができ、また団体のホームページへの

書込内容または掲示する内容物が次の各項目にあてはまると判断した場合は事前の通知な

く削除することができます。 

(1) ジェリー・イェン、団体、事務局、他の会員又は第三者を誹謗・中傷・謀略する内容

で当事者の名誉を損傷する可能性がある場合 

(2) 社会秩序に反する場合 

(3) 犯罪的行為に繋がると認められる場合 

(4) 団体が規定した掲示期間を超過した場合 

(5) 会員が団体のホームページに猥褻物を掲示した場合及び猥褻サイトへのリンクを行っ

た場合 

(6) 会員が掲示した文章もしくは資料により、団体内外的に問題が発生した場合（通称

「海賊版」と呼ばれる不法な複製品を取り扱う事業者の情報を含む） 

(7) 会員が掲示した文章が事実確認のされていない内容の場合及びそれによって会員の間

に不利益が生じる可能性があると団体が判断した場合 

(8) その他に団体が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為 

 

【第 12 条】（団体のホームページにおけるサービス） 

(1) 団体のホームページにおけるサービスの一切は、団体のホームページ運営事務局(株式

会社 deemade）の規定もあわせて適用されます。なお、団体は次の各事項に該当する場

合、団体のホームページにおけるサービスの提供を中止することができます。 

また、それによって保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージな

どの通信データに損失が生じた場合に、団体はその責任を負いません。 

 ａ．サービス用の設備の補修など工事により余儀ない場合 

 ｂ．何らかの理由によって電気通信サービスが中止された場合 

 ｃ．その他に中止が不可避な場合 

(2) 団体のホームページにおけるサービスにおいて、正常のサービス提供に問題があり、

団体が一時的にサービスを中止しなければならない場合は、サービス中止 5 日前までに会

員に告知し、サービスを中止することができます。この期間中、会員が告知内容を認知し

なかったことに対し、団体は責任を負いません。余儀なき事情のある場合、上の事前告知

期間は変更もしくは省略される可能性があります。また、上のサービス中止により、本サ

ービスに保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信デ

ータに損失が生じた場合に対しても団体および事務局は責任を負いません。 



(3) 団体のホームページにおけるサービスについて、団体は事前告知した後、サービスを

一時的に修正、変更及び中断することができ、それに対して会員又は第三者に対し責任は

負いません。 

(4) 団体のホームページにおけるサービスについて、団体は利用者が本規約等の内容に違

反する行為を行った場合、任意でサービスの使用を制限又は中止することができます。こ

の場合、団体は利用者の接続を一定の期間または永久に禁止することができ、利用者が掲

示した内容の全部もしくは一部を任意で削除することができます。 

 

 

＜第 5 章 その他の事項＞ 

 

【第 13 条】（免責条項） 

(1) 団体は天災地変、法令・行政指導・監督官庁の指導、事故、ジェリー・イェンの疾

病、不可抗力等によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関す

る責任が免除されます。 

(2) 団体はジェリー・イェンが台湾国内の所属会社を変更したとき、または事務局とジェ

リー・イェン所属会社との契約が終了したときは、サービス提供に関する責任を免除され

ます。 

(3) 団体は会員に起因する事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。 

(4) 団体は会員がサービスの利用を通じて得た情報、資料等による損害に関しても責任を

負いません。 

(5) 団体は提供した情報、資料、事実の信頼度及び正確度など、内容に関しては責任を負

いません。 

(6) 団体は会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス

利用の満足度の差について責任を負いません。 

(7) 団体はサービス利用を通じて会員が利用するコンピュータ及びネットワーク環境にお

いて発生したどのような損害に対しても責任を負いません。 

(8) 団体は、団体のホームページよりリンクを貼った他サイトでの会員の行為について、

責任を負いません。 

 

【第 14 条】（規約の効力及び変更） 

(1) この規約は団体のホームページに掲示するかその他の方法で会員に告知することで、

その効力が生じることとします。 

(2) 団体は必要な場合この規約を変更することができ、変更された規約は適用日を明記

し、現行の規約とともにその適用日の 7 日前から適用日の前日まで第 1 項と同じ方法で告

知します。 



(3) 会員は変更された規約に同意しない場合はサービス利用を中断し、退会することがで

きます。 

但し、団体に故意又は重過失がある場合を除き、入金した年会費は返還されません。変更

された規約の適用日時以後にも継続的にサービスを利用することは、規約の変更事項に同

意したことと見なされます。 

 

【第 15 条】（強制退会） 

会員が規約に違反した場合又は団体の判断により、団体は事前に通知することなく会員を

強制退会処分とすることができます。この場合、入金された年会費等は団体に故意又は重

過失がある場合を除き、一切返還いたしません。 

 

【第 16 条】（紛争解決） 

サービスに関して、規約により解決できない問題が生じたときは、団体と会員との間で誠

意をもって話し合い、これを解決するものとします。なお、紛争を訴訟によって解決する

ときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

 

附 則 

(実施期日) この規約は、2016 年 12 月 1 日から施行します。 

(実施期日) この規約は、2020 年 3 月 19 日改定 


